
新旧対照表 

新 旧 
４．地域再生計画の目標 
      （略） 

（目標）汚水処理人口普及率を３７．４％から４８．３％に向上させる。 

 

５．目標を達成するために行う事業 
５－１ 全体の概要 

        （略） 

５－２ 法第五章の特別の措置を適用して行う事業 
        （略） 

・公共下水道・・・平成２２年８月に事業認可、なお認可変更区域 

         （平原・竜王台区域、東新涯区域）は平成２３年度中に

事業認可予定。 

【事業主体】  （略） 

【施設の種類】 （略） 

【事業区域】  （略） 

【事業期間】  （略） 

【事業費】 

公共下水道 事業費      １，２０３，０００千円 

（うち、交付金  ６０１，５００千円） 

単独事業費      ７５０，０００千円 

小型浄化槽（個人設置型）事業費  ８０３，３２５千円 

（うち、交付金  ２６７，７７５千円） 

合 計         事業費２，００６，３２５千円 

（うち、交付金 ８６９，２７５千円） 

４．地域再生計画の目標 
    （略） 

（目標）汚水処理人口普及率を３７．４％から４７．９％に向上させる。 

 

５．目標を達成するために行う事業 
５－１ 全体の概要 

        （略） 

５－２ 法第四章の特別の措置を適用して行う事業 
        （略） 

・公共下水道・・・昭和５８年２月に事業認可 

 

 

【事業主体】  （略） 

【施設の種類】 （略） 

【事業区域】  （略） 

【事業期間】  （略） 

【事業費】 

公共下水道 事業費        ５６０，０００千円 

（うち、交付金  ２８０，０００千円） 

単独事業費      ７５０，０００千円 

小型浄化槽（個人設置型）事業費  ８０３，３２５千円 

（うち、交付金  ２６７，７７５千円） 

合 計         事業費１，３６３，３２５千円 

（うち、交付金 ５４７，７７５千円） 



単独事業費      ７５０，０００千円 

［整備量］ 

公共下水道 ∅１５０～∅７００  計画延長 ６，４００m 

（単独事業 ∅１５０～∅２００ 計画延長 ６，０００m） 

小型浄化槽（個人設置型）       ２，６７５基 

なお、各施設による新規の処理人口は下記の通り。 

公共下水道で２，０００人、小型浄化槽で６，０００人 

５－３ その他の事業 

      （略） 

 

６．計画期間 

      （略） 

 

７．目標の達成状況に係る評価 

 計画終了後に、４に示す数値目標に照らし状況を調査、評価し、公表する。また、必

要に応じ、事業内容の見直しを図るため市内部で「尾道市汚水処理施設整備検討委員会」

を組織し、整備状況の評価・検討を行う。 

単独事業費      ７５０，０００千円 

［整備量］ 

公共下水道 ∅１５０～∅３５０  計画延長 ５，０００m 

（単独事業 ∅１５０～∅２００ 計画延長 ６，０００m） 

小型浄化槽（個人設置型）       ２，６７５基 

なお、各施設による新規の処理人口は下記の通り。 

公共下水道で１，５００人、小型浄化槽で６，０００人 

５－３ その他の事業 

      （略） 

 

６．計画期間 

      （略） 

 

７．目標の達成状況に係る評価 

 計画終了後に、４に示す数値目標に照らし状況を調査、評価し、公表する。また、必

要に応じ、事業内容の見直しを図るため市内部で「尾道市汚水処理施設整備検討委員会

（仮称）」を組織し、整備状況の評価・検討を行う。 
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